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大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設施指定管理者募集要項

大仙市（以下「市」といいます。）は、大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流

促進センター施設の管理を効果的かつ効率的に実施するため、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定及び大仙市公の施設に係る指定管理者の指定の

手続等に関する条例（平成１７年大仙市条例第３６６号）の規定に基づき、以下のとおり

指定管理者の候補団体を募集します。

１ 対象施設の概要等

（１） 名 称 大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施

設（以下「交流促進施設」という。）

（２） 所 在 地 大仙市神宮寺字下川原前開８６番地１

（３） 施設の範囲

① 敷 地 面 積 １２，２１４㎡

② 延 床 面 積 ２，３９７．５３㎡

③ 構 造 非木造２階建

④ 施設・設備の内容 ・大浴場、ぬる湯、寝湯、サウナ、露天風呂

・大広間、中広間２、いろりの間、レストラン

・宿泊定員 ５０名（和洋室２、和室８）

・駐車スペース ３，０００㎡

（大型車４台、小型車９３台）

⑤ 施設の設置年月日 平成９年３月１４日

２ 管理の基本方針

・ 指定管理者は、以下の基本方針に基づき管理を行うものとします。

交流促進施設を活用することで、地域住民はもとより、市内外の住民の健康増進

と余暇利用、コミュニティの推進を図り、もって住民生活及び福祉の向上並びに地

域活性化に寄与することを基本に管理を行なう。

３ 指定管理者が行う管理の基準

・ 指定管理者が管理を行う際の基本事項は、次のとおりとします。

（１） 開館日 通年

但し毎月第１月曜日は閉館（年始を除く。祝日の場合は翌平日）

（２） 利用時間 午前９時から午後９時まで

（３） 個人情報の取り扱い

・ 指定管理者は、大仙市個人情報保護条例（平成１７年大仙市条例第２０号）
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の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設の

管理に関し知り得た情報を漏らしたり管理以外の目的に使用してはならない義

務を負います。

（４） 情報公開

・ 指定管理者は、大仙市情報公開条例（平成１７年大仙市条例第１８号）の規

定を遵守し、施設の管理に関して保有する文書や情報の積極的な公開に努める

義務を負います。

（５） 関係法令等の遵守

・ 指定管理者は、施設の管理を行うにあたっては、労働基準法などの関係法令

や関係条例等の規定を遵守する義務を負います。

４ 指定管理者が行う業務の範囲等

（１） 業務の範囲

・ 業務の範囲については、別添「大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交

流促進センター施設管理業務の内容及び基準について」を参照してください。

なお、部分的な業務については、市の承諾を得たうえで他の事業者に再委託

することができるものとします。

（２） 指定管理者と市の責任分担

・ 指定管理者と市との責任分担は、別表１のとおりとします。

ただし、表に定める事項に疑義がある場合や定めのない事項については、互

いに協議をして定めることとします。

５ 指定管理者の指定期間

・ 指定期間は、原則として令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間と

します。

なお、この指定期間は、指定に係る市議会の議決後に正式な指定期間となります。

６ 利用料金収入

・ 利用料については、指定管理者の収入とします。

また、この利用料金の額は、指定に係る施設の設置及び管理に関し定めた条例に規

定される額を上限として、市長の承認を受けて指定管理者が自ら定めることになりま

す。

・ 施設を利用する者が、条例、規則で規定する減免の対象者の場合は、利用料金につ

いて同様の減額又は免除をお願いします。

なお、基準費用額については、減免した後の利用料金収入を基に積算した金額とな

っています。
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７ 物品等の販売

・ 積極的に物品販売（テイクアウト等）を行うこと。

・ 施設における物品等の販売については、別途協議とします。

８ 業務にかかる経費

・ 施設の管理に要するすべての経費は、利用料金及び大仙市が支払う指定管理料及び

その他収入をもって充てるものとします。

市が示す指定管理料の基準となる額は、別添「大仙市神岡農山村多面的機能活用施

設及び交流促進センター施設管理業務の内容及び基準について」において、基準費用

額として示しています。

指定期間内に支払う指定管理料の額は、収支計画書において提示のあった額を基に

双方確認の上、本協定を締結します。

指定管理料の支払方法等については、指定管理者と協議の上、年度ごとに締結する

「年度協定」で定めることとなります。

なお、過去２年間及び今年度（見込）の交流促進施設施設の利用者数、収入及び施

設維持管理費等については、別添「大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促

進センター施設管理業務の内容及び基準について」の資料を参照してください。

９ 応募者の資格等

（１） 応募者は、市内に事業所を設置する法人その他の団体（以下「法人等」いいま

す。）とします。

（２） 応募者は、次に掲げる要件を満たす法人等とします。

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入

札の参加者の資格）の規定に該当しないこと。

② 指名停止措置を受けていないこと。

③ 貴団体に課税される国税、都道府県税、市町村税、消費税等について、

滞納せず全て納付していること。

④ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行っていないこと。

⑥ 防火管理者、調理師、安全運転管理者等施設管理に必要な資格を有する者を

常駐させること。

（３） 複数の法人等がグループを構成して応募する場合（以下「グループ応募」とい

います。）は、代表となる法人等を定めてください。
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また、グループ応募の全ての構成員は（１）と（２）の要件を満たす必要があ

ります。

（４） 単独で応募した法人等がグループ応募の構成員となること及びグループ応募の

構成員である法人等が他のグループ応募の構成員となることはできません。

（５） 応募者は、次に掲げる実績を満たす法人等とします。

① 過去５年以内に、今回募集する施設の類似施設（温泉等の入浴施設、ホテル

等の宿泊施設）において、受付・案内等の日常管理業務、施設の維持管理及び

点検業務、施設設備の保守管理業務、施設の運営管理業務、施設の安全管理業

務、事業計画書・報告書の作成等の管理運営の実績を有すること。

② グループ応募の場合においては、過去５年以内に、今回募集する施設の類似

施設（温泉等の入浴施設、ホテル等の宿泊施設）において、受付・案内等の日

常管理業務、施設の維持管理及び点検業務、施設設備の保守管理業務、施設の

運営管理業務、施設の安全管理業務、事業計画書・報告書の作成等の管理運営

の実績を有する法人等が構成団体に含まれていること。

なお、グループ応募の場合においては、類似施設の管理運営の実績を有する

法人等が中核となって、施設の運営管理業務、施設の安全管理業務等を行うこ

と。

10 応募書類

（１） 指定申請書（様式１）

①申請団体の概要（様式１－１）

②申請の理由（様式１－２）

（２） 事業計画書（様式２－１～２－１３）

（３） 収支計画書（様式３） ※指定管理期間の各年度ごとに作成すること。

（４） 定款又は寄付行為（法人以外の団体にあっては、規約等これに準ずるもの）

（５） 登記簿謄本あるいは登記事項証明及び印鑑証明書 ※申請前の３ヵ月以内に取得したもの

（６） 団体の収支決算書及び事業報告書

①貸借対照表、損益計算書（又は修正計算書） ※過去３事業年度分

②事業（営業）報告書 ※過去３事業年度分

（７） 直近１年間の国税、都道府県税及び市町村税の滞納がない旨の証明書

①国税（法人税、消費税及び地方消費税）、県税（法人県民税、法人事業税等）

②法人市民税等 ※大仙市内に本店・支店または営業所等がある団体

（８） 上記のほか市長が特に必要と認める書類

①役員名簿及び履歴書

②主な株主または出資者の名簿

③９応募者の資格等の（２）の⑥に示す資格を有している証明書類。

④類似施設の管理実績を証明することができる書類

（指定管理者指定通知の写しや一部管理業務委託の契約書の写し等）
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（９） グループの構成員及びグループ応募の場合における各団体の役割、責任分担

に関する事項（書式１－１，１－２） ※グループ応募の場合

（１０） 提出部数

・ 正本 １部 副本 １５部（コピー可）

Ａ４フラットファイルに綴じて提出してください。

（１１） 留意事項

① 必要に応じて、追加資料の提出をお願いすることがあります。

② 応募１法人等又は１グループにつき、申請は１件とします。

③ グループ応募の場合には、構成団体ごとに、１０応募書類の（１）①及び（

４）～（８）の添付書類を作成してください。

④ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は、失格となります。

⑤ 提出された書類の内容は変更することはできません。

⑥ 提出された書類は返却しません。

⑦ 提出された書類は原則として公表しません。ただし、指定管理者候補団体の

選定、議会による指定管理者の議決のための資料その他必要な場合は、提出書

類の全部又は一部を使用できるものとします。

⑧ 応募に関して必要となる経費は、応募者の負担となります。

⑨ 指定申請書提出後の辞退の場合は、辞退届（書式２）を提出してください。

11 応募の手続

・ 応募手続及びスケジュール等については、次のとおりとします。

（１） 応募書類の提出方法

・ 応募書類の提出は、持参とします。

（２） 応募書類の提出場所

・ 大仙市神岡支所市民サービス課

〒０１９－１７０１ 大仙市神宮寺字蓮沼１６番地３

電話０１８７－７２－２１１１（内線１２１）

（３） スケジュール

期 間 等 内 容

令和2年7月13日～ 募集要項の配付

令和2年7月22日 現地説明会及び現地見学会

令和2年7月13日～8月3日 募集に関する質問書の受付

令和2年8月12日 質問に対する回答

令和2年8月17日～8月24日 応募書類の受付

（４） 留意事項

① 応募書類の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとします。

② 応募者は、可能な限り現地説明及び現地見学会に参加するようにしてくださ
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い。参加する場合は、前日の午前中までに参加申込書（書式３）の提出が必要

です。

③ 募集に関する質問は、質問書（書式４）により行ってください。郵送（受付

期限まで必着）、ファックス、Ｅメールのいずれも受付いたしますが、電話、

口頭による質問は受付しません。

④ 質問に対する回答は、市のホームページに掲載いたします。

12 指定管理者の候補団体の選定

（１） 指定管理者の候補団体の選定は、市長が行います。

（２） 応募者の審査は、市長の附属機関として設置する指定管理者選定委員会が、次

に示す審査項目により行います。

① 施設の設置目的及び管理方針との整合性

② 平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果

③ サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果

④ 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果

⑤ 施設の維持管理の内容、適格性、効率性及び実現の可能性

⑥ 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性

⑦ 安定的な運営（人的及び経理的基盤）

⑧ 類似施設の運営実績

⑨ 地域雇用

⑩ 法令等の遵守

⑪ 緊急時

⑫ 自主管理評価

⑬ その他

（３） 審査は、提出された事業計画書等により審査を行います。

応募者（団体）は指定管理者選定委員会に出席し、提案内容の説明を行うもの

とします。

（４） 選定結果の通知は、令和２年１０月中旬ごろまでに文書で通知します。

（５） 選定委員会の審査結果については原則公開とします。公表する項目は自社及び

他の申請団体の審査結果とします。

13 指定管理者の候補団体の選定後の手続等

（１） 候補団体と市との協議

・ 候補団体と市は、管理運営の業務の細目について協議を行い、協議が整った

場合には、この内容に係る候補団体からの承諾書の提出をもって仮協定としま

す。

この場合、市は、必要に応じて候補団体の提案に対し、提案内容の趣旨を変
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更しない範囲において修正を求めることができることとし、候補団体はこの求

めに対し協議に応じなければなりません。

また、候補団体と市との協議が整わない場合は、選定委員会において次点と

なった応募団体を指定管理者の候補団体として協議を行うことになります。

（２） 指定管理者と市との協定締結

・ 指定管理者の指定に関する事項について議会の議決を経て、候補団体を指定

管理者として指定するとともに、指定期間における基本的事項を定めた「基本

協定」と年度ごとに締結する「年度協定」を締結します。

14 指定管理者の評価及び指導

（１） 交流促進施設の効果的かつ効率的運営を確保するため、指定管理者の業務実施

状況やサービス等について評価を行います。評価の結果、施設の運営について改

善等必要な場合は、指定管理者に対し、指導、助言、協議を行い、これに従わな

い場合は指定の取り消しを行うことがあります。

（２） 指定管理者は、評価にあたって市が求める資料については、遅滞なく提出する

ものとします。

（３） 評価結果については、ホームページに公開します。

15 留意事項

（１） 指定管理者が、指定管理者としての業務を開始する前において、財務状況等の

悪化等により事業の履行が確実でないと認められるときや社会的信用を著しく損

なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、指定管理者の指

定を取り消し、協定を締結しない、又は協定を解除することがあります。

（２） 市は、指定管理者の責に帰すべき理由により、指定管理者としての業務の継続

が困難と認められるときは、その指定を取り消すことがあります。この場合にお

いて、市又は第三者に損害を与えたときは、賠償を求めることがあります。

（３） この応募に関し、応募者が選定委員に接触することはできません。接触の事実

が認められる場合は、失格となることがあります。

（４） 原則として、会社等の法人にかかる市民税、指定管理者が新たに設置した償却

資産にかかる固定資産税等は課税対象となります。

16 問い合わせ先

・ 大仙市経済産業部観光課 観光施設班

〒０１４－８６０１ 大仙市大曲花園町１番１号

電話０１８７－６３－１１１１（内線２５０）

メールアドレス kankou＠city.daisen.lg.jp
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市
指定
管理者

募集要項等の市が作成した書類の内容の誤りによるもの ○

申請書等の指定管理者が作成した書類の内容の誤りによるもの ○

申請に関して必要となる費用 ○

申請に関して負担した費用及び生じた損害 ○

管理運営の準備のため負担した費用及び生じた損害 ○

市が協定内容を不履行した場合 ○

指定管理者が業務及び協定内容を不履行した場合 ○

施設の管理運営業務に関する法令等の変更による費用の増加 ○ 消費税、地方消費税等

上記以外で指定管理者自身に影響を及ぼす法令等の変更による
費用の増加

○ 法人税等

人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う費用の増加 ○ 「特記事項」参照

需要変動・施設の競合
需要の見込み違いや競合施設の影響による利用者減少及び収
入の減少

○

住民対応 指定管理者が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 ○

安全管理
指定管理者の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩や事
故、犯罪発生等

○

経年劣化等による１件５０万円未満の修繕 ○

経年劣化等による１件５０万円以上の修繕 ○

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰
すべき事由による施設・設備等の損傷

○

経年劣化等による１件２０万円未満の修繕 ○

経年劣化等による１件２０万円以上の修繕 ○

備品の更新

備品一覧に上がっていない１件２０万円以上の備品の新規購入

備品一覧に上がらない１件２０万円未満の消耗品等 ○

指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰
すべき事由による備品の損傷

○

指定管理施設の火災保険の加入 ○

施設利用者に係る保険の加入 ○ ○
それぞれの責任にお
いて保険に加入する
こと

自主事業の実施に係る保険の加入 ○

（別表１）大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設リスク分担表

負　担　者

備品更新時の責任分担については備品一覧
に定める。新たに購入した備品の責任分担
については購入時に決定することとする。

協　議

種　　類 内　　　　容 備　　考

募集及び応募等

議会の議決が得られな
かった等、協定が締結
できなかった場合

債務不履行

運営費用の上昇

施設・設備

備品・消耗品

保険の加入
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市
指定
管理者

負　担　者
種　　類 内　　　　容 備　　考

施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに帰すべき
行為により利用者に損害を与えた場合又は臨時休業に伴う損害

○ 市が求償権を行使

市側の要因により、施設の管理運営業務の継続に支障が生じた
場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びそ
の後の維持管理経費における当該事情による増加経費の負担

○

不可抗力による施設設備の復旧費用 ○

不可抗力による業務の休止、変更、延期又は臨時休業 「特記事項」参照

指定期間終了
指定期間が終了した場合又は、指定を取り消した場合の撤去に
関する撤去費用

○

引継ぎに係る費用
指定期間開始前及び期間が終了した場合の業務の引継ぎに係る
費用

○

【特記事項】

　１．市が実施または要請する事業等への対応

　２．不可抗力による指定の取り消し

　３．大規模修繕等に係る対応

　４．物価及び金利の変動に伴う費用の増加の対応

協　議

　※1　不可抗力：天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、人災（戦争、テロ、暴動等）、法令変更及び
　　　　　　　　　　　その他（突発的な施設設備の不具合等）など、市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことができない自然
　　　　　　　　　　　的または人為的な現象

　　（１）　 市が実施または要請する事業等への対応は、積極的かつ主体的に対応すること。
　　　　　（例）緊急安全点検、災害、行事イベント、要人訪問、案内、監査、検査等

　　（１）　 市または指定管理者は、不可抗力の発生により、指定管理業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定
　　　　　取り消しの協議を求めることができるものとし、協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は指定の取り消しを行うもの
　　　　　とする。

　　（２）　 前項における取り消しによって指定管理者に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で市が負担
　　　　　することを原則として両者の協議により決定することとする。

　　（１）　 不可抗力による緊急的な大規模修繕、又は計画的な改修等が必要となり、施設の開館に影響を及ぼすこととなった場合に
　　　　　おける管理費及び利用料金収入等の取り扱いについては、その都度、市と指定管理者との間で協議を行うこととする。

　　（２）　 前項の協議によって指定管理者に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で市が負担することを
　　　　　原則とする。

　　（１）　 人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う費用の増加については、原則、指定管理者の負担とするが、収支計
　　　　　画に多大な影響を与える場合については、市と指定管理者で協議を行うこととする。

管理運営上の事故等
に伴う損害賠償

不可抗力 （※1）
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大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設

管理業務の内容及び基準について

１ 管理の基本方針

指定管理者は、以下の基本方針に基づき管理を行うものとする。

「大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設を活用するこ

とで、地域住民はもとより、市内外の住民の健康増進と余暇利用、コミュニティ

の推進を図り、もって住民生活及び福祉の向上並びに地域活性化に寄与すること

を基本に管理を行なう。」

２ 管理業務に関する事項

（１）管理業務の概要

①組織及び人員配置

管理業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基

準法を遵守し、管理を効率的に行うための業務形態にあった適正な人数の職員

を配置すること。

②受付・案内業務

利用者へのサービスに支障のないよう、適切な対応を行うこと。また、利用

者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をするとともに、その内容を

市へ報告すること。

③利用実績等

毎月の利用実績（利用人数、利用率、利用料金収入等）を明らかにするため

の必要な帳簿を作成すること。

④緊急時の対応

ア 災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等についての

対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に対応すること。

イ 利用者の急な病気、ケガ等に対応できるよう、近隣の医療機関等と連携し

的確に対応すること。

⑤管理業務の詳細

具体的な管理業務の内容については、別紙１のとおりである。

また、別紙３－１も参照のこと。

（２）事業計画書及び報告書の提出

①事業計画書等の提出

毎年度末までに、翌年度の下記事項を含む管理に関する事業計画書及び収支

計画書等を作成し、市に提出すること。

なお、必要に応じ説明を求めることがある。

別 添
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ア 管理体制

イ 管理業務の実施計画

ウ 利用者数の計画

エ 管理に係る経費の収支計画

オ 自主事業の実施計画に関する事項

カ その他指示する事項

②業務報告書等の提出

毎月の業務の実施状況、収支の状況及び市指定様式（別紙５）の収支実績に

ついて、その翌月の２５日まで報告すること。

③事業報告書等の提出

毎年度終了後６０日以内に、下記の内容について事業報告書等を提出するこ

と。

なお、必要に応じ説明を求めることがある。

ア 管理体制

イ 管理業務の実施状況

ウ 利用者数の実績

エ 管理に係る経費の収支状況

オ 自主事業の実施状況に関する事項

カ その他指示する事項

（３）施設利用者に対するアンケート等の実施及び自己評価について

①施設利用者に対するアンケート等の実施

施設利用者の利便性の向上のため、アンケート等を実施し、施設利用満足度

や意見等を聴取すること。また、その結果及び業務改善への反映状況について

報告すること。

②自己評価

上記①の結果及び利用実績の分析により自己評価を行うとともに、その改善

策を事業報告書とあわせて報告すること。

（４）区分経理について

①区分経理

指定管理者は施設の管理業務に係る経理と自身の団体等の業務に係る経理と

を区分して経理すること。

②収入と支出の適正管理

指定管理者は、指定管理業務専用の口座や帳簿等により、収入と支出を適切

に管理すること。

３ 保守管理及び施設設備等に関する事項

（１）保守管理業務

施設における活動に支障をきたす事態が生じることの無いよう、保守管理体
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制を整備すること。

現在行っている、設備、機器等の保守管理業務は、別紙２のとおりである。

（２）保険

市は、施設に対する災害共済及び市の瑕疵・過失に起因する事故等に対する

総合賠償保険に加入する。（市が加入する総合賠償保険の概要については、別紙

４を参照すること。）

指定管理者は、施設及び設備の管理に起因する事故等に対して、賠償責任を

負う場合や、自主事業の実施において、自らの瑕疵・過失に起因する事故等に

対して、賠償責任を負う場合又は、市からの求償等に備え、指定管理者の責任

において、必要と考える範囲の保険（履行保証保険、施設損害保険、第三者へ

の損害賠償等）に加入すること。

（３）施設設備及び備品

①施設における活動に支障をきたさないよう、備品の管理を行うこと。

なお、不具合が生じた場合は市に報告し、募集要項のリスク分担表（別表１）

の定めに従い対応すること。

②新たに備品が必要な場合は、市に協議すること。なお、備品の管理にあたって

は、備品台帳を作成し、変更があった場合は更新すること。

③備品の一覧については、別紙３を参照すること。

（４）修繕

①応急的な修繕

施設において、破損、損壊または老朽化により、管理上直ちに修繕を行う必

要がある場合は、速やかに市に報告すること。

②計画的な修繕

修繕に係る経費のうち、次年度以降の修繕で対応が可能なものについては、

市に修繕の箇所、金額、優先順位等を報告すること。

（５）関係書類の整備

保守管理にあたっては、業務日誌、作業記録などの業務関係書類を作成し保

管すること。

（６）事故・故障等異常時の措置

施設内において、事故または故障が発生したときは、速やかに市に報告し、

指示を受け必要な措置を講ずるものとする。

ただし、緊急を要する場合または軽微な事故・故障等の場合は、指定管理者

において必要な措置を講ずること。

（７）関係法令等の遵守

-3-



当該施設の管理にあたっては、本基準のほか、関係する法令及び大仙市の条

例、規則等を遵守すること。

４ その他

（１）補償対策

指定管理者の管理上の瑕疵により、利用者の生命や身体に損害を与え、また

は財物を損傷した場合、指定管理者が損害を補償し、それ以外の瑕疵による場

合については、両者協議のうえ対応すること。

（２）市からの指示等への対応

①市から、施設の管理及び経営状況及び施設の現状等に関する調査または作業の

指示があった場合には、迅速かつ積極的な対応を行うこと。

②市が実施または要請する事業等への対応は積極的かつ主体的に対応すること。

（例）緊急安全点検、災害、行事イベント、要人訪問、案内、監査、検査等

③市が行う指定管理者の評価には積極的に協力するとともに、評価の結果指導及

び助言があった場合には、これに従うこと。

（３）災害等非常時の対応

①災害等の非常の事態が発生した場合は、避難所としての指定の有無にかかわら

ず、市からの指示により施設を使用させるものとすること。

②市と指定管理者は有事に備え、避難所等の開設、運営が円滑に行えるよう事前

に協議するとともに、避難所等開設時には、運営に協力すること。
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（別紙1）

＊日常業務（毎日実施する業務）

利用者の受付（当日及び予約）

利用料金の収受、領収書発行

利用者への安全で適切なサービスの提供

備品等の管理

販売品及び食材の点検、補充

清掃業務 館内及び管理敷地の清掃

安全管理業務 利用者の安全確保、館内外のパトロール

建物・設備管理業務 巡回、確認による日常点検

衛生管理業務 浴場ろ過消毒清掃

敷地の管理業務 敷地内の除草及び冬期間の除排雪
　※業務内容の詳細については、別紙４に定める。

＊月例業務（毎月定期的に実施するもの）

＊年間業務（年間を通じて定期的に実施する業務）

大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設管理業務一覧

業務名 業務の内容 頻度 留意事項

運営業務 毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

随時

業務名 業務の内容 頻度 留意事項

工作物等管理 駐車場、植栽等外構の点検・管理 月２回

清掃業務 厨房の大清掃、窓拭き掃除 月１回

ごみ収集 可燃、不燃ごみ等の分別、業者への引渡し等 週３回

設備等管理業務 電気工作物保安管理 月１回

浄化槽維持管理 月３回

業務報告書提出 月別利用状況等報告書の作成 月１回

業務名 業務の内容 頻度 留意事項

設備等管理業務 浄化槽法定点検 年１回

浴槽水質検査 年２回

冷温水発生機保守点検及び冷暖房切替 年４回

消防設備保守点検 年２回

自動ドア保守点検 年２回

ボイラー保守点検 ２年に１回

煤煙濃度検査 年２回 ボイラー

水浄化除菌システム保守点検 年1回

小荷物専用昇降機保守点検 年４回

受水槽タンク清掃 年１回

地下貯油漏えい検査 年１回

館内じゅうたん清掃 年２回

火災通報システム 随時

照明設備及び構築物定期報告 年１回

業務報告書の提出 事業計画書及び収支計画書の作成 年１回

事業報告書及び収支決算書の作成 年１回
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（別紙２）

大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設 保守管理業務一覧

現在、大仙市神岡農山村多面的活用施設及び交流促進センター施設において実施して

いる保守管理業務及び業務委託先は、次のとおりです。

業務の名称 業務委託先 頻度 特記事項

（契約内容等）

消防設備保守点検 （株）スエ商会 年２回 消防用設備点検

（自動火災報知機、

誘導灯設備、消火

設備等）

浄化槽維持管理 （有）ケーシーダブリュ 月３回 汲み取り、浄化槽

コーポレーション 内清掃、バクテリ

アチェック、送風

機、ポンプの確認

等

浄化槽法定点検 （公財）秋田県総合保健 年１回 浄化槽内の確認、

事業団 水質検査等

ごみ収集 武藤清掃 週３回 生ごみ、空缶、空

ビン回収処理

浴槽水質検査 （公財）秋田県総合保健 年２回 大腸菌、レジオネ

事業団 ラ菌、濁度、ＰＨ、

過マンガン酸カリ

ウム消費量検査

電気工作物保安管理 （一社）東北電気管理技 毎月 受電設備、電線路、

術者協会秋田県支部 配電設備、負荷設

備及び予備発電装

置の点検

自動ドア保守点検 ナブコシステム（株） 年２回 自動ドアの開閉状

況保守点検

冷温水発生機保守 大曲施設工業（株） 年４回 外観点検、絶縁抵

点検及び冷暖切替 抗、燃焼装置、運

転状況、その他必

要事項点検整備

ボイラー保守点検 大曲施設工業（株） ２年に１ マグネット、着火

回 装置、燃焼状態、

炉内等の点検清掃
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業務の名称 業務委託先 頻度 特記事項

（契約内容等）

煤煙濃度検査 （公財）秋田県総合保健 年２回 法定点検内容検査

事業団 （ボイラー）

水浄化除菌システム パナソニック ES産機 年１回 生成ユニット、設

保守点検 システム秋田（営） 置状態、室内吸排

気、定量ポンプ、

センサー等の確認

小荷物専用昇降機 クマリフト（株） 年４回 制御、駆動状態、

保守点検 出入口状態、ピッ

トかご、昇降路等

受水槽タンク清掃 （株）北日本ウエスター 年１回 受水槽内消毒清掃

ン商事

地下貯油漏えい検査 大曲施設工業（株） 年１回 タンク圧力変動値、

配管圧力変動値、

その他消防法に基

づく検査

館内じゅうたん清掃 （株）ジョンソン設備 年２回 １階、２階の絨毯

管理 清掃

照明及び構築物定期 松橋設計 年１回 法令に基づく報告

報告 書

火災通報システム セコム（株） 随時 通報システムの正

常確認
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（別紙３）

*備品等（Ⅰ種）　※市が購入調達し、指定管理者に貸与するもの

市 指定管理者

 食堂テーブル  Ｔ－４６２１（大） 4 ９ ○

 食堂テーブル  Ｔ－４６２１（小） 7 ９ ○

 食堂サービス台  ＳＤ－１８ 1 ９ ○

 食堂レジカウンター  L型　１６００×１１００ 1 ９ ○

 食堂座テーブル  TZ 4621 3 ９ ○

 座卓  （光）黒磯３号 67 ９ ○

 座卓  （光）音羽ブラック 10 ９ ○

 コンピューターデスク  （コクヨ）８０ＬＤ－８０Ｗ 1 ９ ○

 演台  （コクヨ）ＷＡー１７Ｒ 1 ９ ○

 お座敷電話代  （光）大和 8 ９ ○

 公衆電話台  （カリモク）AS 1081-NW 1 ９ ○

 電話台(広間用）  （カワセイ）　Ｔ－１ 5 ９ ○

 椅子  （コクヨ）ＣＲ－２２Ｇ２ＶＮ 1 ９ ○

 椅子  （コクヨ）ＳＲ－Ａ２０Ｇ－２Ｖ 4 ９ ○

 椅子（８１１５Ｓ）  （オカムラ）ＳZ－Ｐ３３３ 10 ９ ○

 食堂　椅子  №２１０Ｕ　 30 ９ ○

 食堂　子供椅子  №４２ 4 ９ ○

 椅子  (コクヨ)CR-FG-20DVN 2 ９ ○

 座椅子  （光)L-30ブラック 60 ９ ○

 アームチェア３点セット  （オリバー）RC-4070DA 2 ９ ○

 アームチェア３点セット  （オリバー） Ｆ－２４２ 8 ９ ○

 ロッカー  （ライオン） №７３Ｌ 1 ９ ○

 ロッカー  （ライオン） №７６Ｌ 5 ９ ○

 パウダーユニット  (ライオン） ＰＶ－５ 1 ９ ○

 書庫  （コクヨ) ＳＤ－３３５５ Ｆ１ 1 ９ ○

 書庫  （コクヨ) ＳＤ－３３５５ ＧＦ１ 1 ９ ○

 シューズボックス  （コクヨ) SLKWT24L F11 4 ９ ○

 ファイリングキャビネット  （コクヨ）Ｂ４－０２ 1 ９ ○

 コピースタンド  （コクヨ）ＢＤ－ＣＳ３０ 1 ９ ○

 ＰＰコピースタンド  （コクヨ）ＢＤ－ＣＳ１０ 1 ９ ○

 タイムカードスタンド  （コクヨ）Ｊ－ 1 ９ ○

 キーケース  （コクヨ）ＫＧ－ＴＦ１ 1 ９ ○

 フロント キーボックス  ６５０×３８０ 1 ９ ○

大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設　備品一覧

更新時の責任分担
品　　　　　名 メーカー（規格） 数量

購入
年度

備考
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*備品等（Ⅰ種）　※市が購入調達し、指定管理者に貸与するもの

市 指定管理者

更新時の責任分担
品　　　　　名 メーカー（規格） 数量

購入
年度

備考

 シューズロッカー  （ライオン）ＳＢ－７２４Ｋ 8 ９ ○

 貴重品ロッカー  （ヒマワリ）HC-38-24C 1 ９ ○

 キーケースＺ３  （コクヨ）ＫＧ－Ｚ３Ｆ１ 1 ９ ○

 耐火金庫  （プラス）ＥＹ－０３ 8 ９ ○

 耐火金庫  （ライオン）ＳＳ－ＮＫ 2 ９ ○

 投入金庫  （ライオン）ＰＳ－５３ 1 ９ ○

 行事黒板  （コクヨ）ＳＷ－３６２Ｔ 1 ９ ○

 カードラック  （アマノ）　２０人用 2 ９ ○

 小型硬貨選別機  グローリー 1 ９ ○

 ロビーソファー  （オリバー）ＭＲ－１２７９ 1 ９ ○

 ﾛﾋﾞｰｿﾌｧｰ(3人掛＋2人掛）  （オリバー）ＭＲ－１２７９ 1 ９ ○

 ソファー（３人掛）  （オリバー）ＭＲ－１３５６ 4 ９ ○

 ソファー（２人掛）  （オリバー）ＭＲ－１３５６ 2 ９ ○

 ソファー（３人掛）  （オリバー）ＭＲ－１２７９ 1 ９ ○

 ソファー（３人掛）  （オリバー）ＭＲ－１３５６ 2 ９ ○

 ディジタル交換機  １Ａ　 1 ９ ○

 料金管理装置 1 ９ ○

 表示付電話機  （停電用） 3 ９ ○

 表示付電話機  （標準用） 10 ９ ○

 単体電話機 10 ９ ○

 単体電話機  コードレスタイプ 1 ９ ○

 カラーテレビ共用台  （松下）ＴＹ－Ｇ２９ＶＳ 1 ９ ○

 カラーテレビスタンド  （ソニー）ＳＶ－２５Ｖ 8 ９ ○

 カラーテレビ共用台  （松下）ＴＹ－Ｓ２４ＧＷ２０ 2 ９ ○

 コールドテーブル  （ﾀﾆｺｰ） ＳＵＣ－ＥＶ１８７１ 1 ９ ○

 コートハンガー  （コクヨ）ＣＨ－９ 1 ９ ○

 コートハンガー  （コクヨ）ＣＨ－８ 1 ９ ○

 冷蔵ケース  （ｻﾝﾖｰ）ＳＡＲ－３５０Ｇ 1 ９ ○

 衣類乾燥機  （松下）ＮＨ－Ｄ－４５Ｈ１ 1 ９ ○

 ステンレスユニット  （松下）ＮＶＳ１ 1 ９ ○

 冷蔵庫　（鍵付き）  （松下）ＮＲ－ＡＫ－７Ｔ２ 10 ９ ○

 ドライヤー  （松下）ＥＨ－５０２ 10 ９ ○

 パーテーションスタンド  （コクヨ）ＧＢ－ＰＳ４ 4 ９ ○

 パーテーションロープ  （コクヨ）ＧＢ－ＰＲ４Ｇ 3 ９ ○

 ワゴンカート  （ﾔﾏｻﾞｷ）Ｔ－１ 1 ９ ○

 ダストカート  （ﾔﾏｻﾞｷ）Ｙ－１ 2 ９ ○
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*備品等（Ⅰ種）　※市が購入調達し、指定管理者に貸与するもの

市 指定管理者

更新時の責任分担
品　　　　　名 メーカー（規格） 数量

購入
年度

備考

 ダストカート用布袋  （ヤマザキ） 2 ９ ○

 傘立て  ＵＳ－１５３ 2 ９ ○

 台車  ＰＹ型 3 ９ ○

 サインスタンド  ＧＢ－３Ｎ 4 ９ ○

 コートハンガー  ＣＨ－９ 4 ９ ○

 掛時計  （ＳＥＩＫＯ）ＫＳ７３８ 1 ９ ○

 掛時計  （ＳＥＩＫＯ）ＫＳ４５２ 1 ９ ○

 掛時計  （ＳＥＩＫＯ）ＫＳ７５８ 2 ９ ○

 衣裳盆  ケヤキ 10 ９ ○

 屑箱  ケヤキ 10 ９ ○

 毛布掛布団

 羊毛式布団

 羽根枕

 毛布掛布団

 ベット（セミダブル）  ＳＴＤ （フランスベット） 4 ９ ○

 寝装品６点セット  （セミダブル） 4 ９ ○

 ステージ袖幕 1 ９ ○ 受贈

 地上デジタルテレビ  ｼｬｰﾌﾟ　ＬＣ－３２Ｅ８Ｂ 1 ２３ ○

 地上デジタルテレビ  ｼｬｰﾌﾟ　ＬＣ－２６Ｅ８Ｂ 5 ２３ ○

 券売機  ｸﾞﾛｰﾘｰ　ＶＴ－Ｂ１０ 1 ２６ ○

浴槽除菌装置 パナソニック 1 ２７ ○

 山甚　ＳＴ－１５５６ 50 ９ ○
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（別紙３）

大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設　備品一覧

*備品等（Ⅱ種）　※市が必要と判断し、指定管理者に購入調達させたもの

市 指定管理者

 冷凍倉庫 1 １０ ○

 冷却ユニット 1 １０ ○

 冷却ユニット 1 ２９ ○

 厨房用冷房設備 1 １０ ○

 冷暖房設備 1 １２ ○

 パイプサイレンサー 1 １４ ○

 大風呂用ポンプ 1 １５ ○

 給湯補給水熱交換器 1 １７ ○

 公衆浴場設備（ラジューム鉱石） 1 １７ ○

 給湯ボイラー 1 １８ ○

 バス  秋田200さ236 1 １３ ○

 防犯カメラ 1 １０ ○

 冷蔵ショーケース 1 １０ ○

 温倉庫 1 １１ ○

 芝刈機 1 １４ ○

 ウォシュレット 1 １４ ○

 滅菌器ポンプ 1 １０ ○

 冷凍ストッカー 1 １１ ○

 滅菌器 1 １１ ○

 冷温水発生機 1 １１ ○

 カーテン 1 １２ ○

 障子 1 １２ ○

 滅菌ポンプ 2 １３ ○

 売店冷凍ケース 1 １４ ○

 露天風呂用ポンプ 1 １５ ○

 タイルカーペット 1 １９ ○

 ボイラーコイル（熱交換機） 1 ２２ ○

 濾過ポンプ 2 ２４ ○

 ノートパソコン 1 ２９ ○

 残留塩素計用センサー 2 ２３ ○

 ガスメータ 1 ３０ ○

 カラープリンタ  エプソン　ＬＰ－Ｓ７１００ 1 ○

 コピー機  京セラ　ＰＦ－４７１ 1 ○ FAX兼用

更新時の責任分担
品　　　　　　　　　名 メーカー（規格） 数量

購入
年度

備考
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*備品等（Ⅱ種）　※市が必要と判断し、指定管理者に購入調達させたもの

市 指定管理者

更新時の責任分担
品　　　　　　　　　名 メーカー（規格） 数量

購入
年度

備考

 テレビ  東芝　３２ＣＶ５００ 1 ○

 テレビ  ソニー　ＫＤＬ－２０Ｊ３０００ 2 ○

 血圧計  コリン　ＢＰ－２０３ＲＶⅡ 1 ○

 冷水器  サンヨー　ＳＤ－Ｐ１０５ 2 ○

 コインロッカー 1 ○

 カラオケ機械  アルノ　ＤＳＲ－Ｆ６５ 2 ２４ ○

 テレビ  東芝　ＣＴ－９０４２２ 1 ○

 食器洗浄機  タニコー　ＴＤＷＤ－６ＧＲ 1 ２２ ○

 フライヤー（二層式）  タニコー　ＮＢ－ＴＧＦＬ－Ｃ６７Ｗ 1 ２５ ○

 スチームコンベクション  タニコー　ＴＳＣＯ－６ＧＢＮ２ 1 ２２ ○

 給湯器  ノーリツ　ＧＱ－２４３７ＷＳ－ＦＦＡ 1 ○

 給湯器  リンナイ　ＲＵＸ－Ｖ２４００ＦＦＧＡ 1 ○

 冷蔵庫  東芝　ＧＲ－３８ＺＶ（Ｎ） 1 ○

 テレビ  シャープ　ＬＣ－３２Ｅ７ 1 ○

 客室エアコン  日立　ＲＡＳ－ＥＴ３６Ｓ 2 ○

 脱衣所扇風機  トヨトミ　ＦＳ－Ｆ４００ 2 ○

 テレビ  東芝　２３Ｃ２０００ 1 ○

 テレビ  東芝　３２ＡＩ 1 ○

 テレビ  シャープ　ＬＣ－２６Ｄ３０ 1 ○

 洗濯機  サンヨー　ＡＳＷ－６０Ｂ（Ｗ） 2 ○

 タイムレコーダ  アマノ　ＥＸ３０００ＮＣ 1 ○

 温泉目隠し塀 1 １９ ○

 テーブル 20 ○

 イス 60 ○

マイクロバス
トヨタ　コースター

ＬＸロング・ハイルーフ
２９人乗り

1 ２７ ○

デスクトップパソコン ＤＥＬＬ 1 Ｒ1 ○

 ハンドガイド除雪機 WADO　ＳＸ1092 1 ２８ ○
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（別紙３－１）

大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び

交流促進センター施設管理業務内容

１．建物管理業務

（１） 巡回、目視による日常点検及び定期点検を行い、建物の劣化及び損傷の未然防

止に努めること。

（２） 損傷箇所については、損傷状況に合わせ、速やかに修理または補修を行い、耐

久力及び機能性と美観を回復させること。

２．工作物等管理業務

（１） 駐車場、外構等の工作物の保全業務の徹底を図ること。

（２） 駐車場、外構等の清掃と合わせて、側溝等の清掃を定期的に行なうこと。

（３） 敷地内の庭園、植栽木の管理を行なうこと。

（４） これらの業務については、点検の方法、異常発見時の対応、対応方法を含むマ

ニュアルを作成し、これに基づいて実施すること。

３．設備等管理業務

（１） 設備、機器の保全を図るとともに常に適切な性能が発揮できるよう各種点検、

検査及び測定、記録を行なうこと。

（２） 法令に定められた安全上、衛生上の措置、管理基準等に基づいた適正な管理を

行うとともに本施設の特性を考慮した自主的な管理基準を設定して設備の機能維

持に努めること。

（３） 給水・給湯設備については、配管系統及び各種機器の定期的な点検清掃を行な

うとともに使用水量・使用湯量の確認を行なうこと。

（４） 排水設備及び浄化槽施設については、各種機器の点検、清掃及び流入水、放流

水の水質検査を定期的に実施すること。

（５） 電気設備については、受変電設備及び配線設備の維持のため、定期点検を実施

するとともに感電、火災、傷害等の事故防止に努めること。

（６） これらの業務は、作業計画を定めるとともにチェックリスト、点検方法、異常

発見時の対応、対応方法を含むマニュアルを作成し、これに基づいて実施するこ

と。

４．安全管理業務

（１） 利用者の安全確保のために利用者の安全指導、館内パトロール及び緊急時の対

応を適宜、的確に行なうこと。

（２） 急病、けが及び火災等に対応できる体制を備えるとともに緊急事態が発生した
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時は迅速に対応し、市に対してその旨を速やかに報告すること。

（３） 食事等の提供を行なう業務については、特に衛生面に十分留意すること。

５．清掃業務

利用者への快適な環境を提供するために館内の機能に合わせた日常の清掃をこま

めに行うとともに窓ガラス及び外周りについても定期的に清掃作業を行なうこと。

６．運営業務

（１） 管理運営にあたっては、利用者に安全で快適なサービスを提供するために管理

者が適切な業務システムを確立すること。

（２） 営業時間は、原則として現行の営業時間に準ずるが、指定管理者が定めて市の承

認を受けること。

（３） 利用者に営業時間等を周知するために見えやすい場所にサインボード等を掲示

し、利便性を図ること。

（４） 委託業務に要する経費の支払い及び施設の備品等の使用については、適正な事

務処理を行なうこと。
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（別紙５）令和　　年　　月分収支実績報告書令和　　年　　月分収支実績報告書令和　　年　　月分収支実績報告書令和　　年　　月分収支実績報告書◎施設利用収入の実績（税抜） 単位：円令和　　年　　月分 備　　考

◎施設維持管理費用の実績（税抜） 令和　　年　　月分 備　　考賃金（非課税項目）社会保険料（非課税項目）指定管理施設の電気料自動販売機電気料上下水道料燃料費修繕料印刷製本費消耗品電話料郵便料宣伝広告費リネン費手数料（非課税項目）保険料

項  目温泉収入宿泊室料日帰り室料レストラン売上宴会料理宿泊料理売店売上その他の収入自動販売機収入自動販売機電気料消費税収入合計項  目

委託料使用料及び借上料温泉使用料仕入高備品購入費租税公課その他消費税（非課税項目）計

人件費

役務費

利用料収入等

需用費
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【資料】

◎施設利用状況及び収入の実績（税抜）

令和2年度

（見込み）

104,477 106,468 99,800

104,477 106,468 99,800

70,992,406 71,256,871 66,850,000

温泉収入 29,490,846 31,940,159 30,000,000 売上－補助値引

宿泊室料 38,757,682 36,059,762 33,800,000 宿泊料理含む

日帰り室料 2,743,878 3,256,950 3,050,000
大広間・個室（各々料理含
む）

56,635,624 48,470,852 44,454,000

レストラン売上 12,506,266 11,725,948 11,000,000

宴会料理 32,933,632 25,806,718 23,200,000

売店売上 9,503,263 9,047,788 8,500,000

その他の収入 1,692,463 1,890,398 1,754,000
浴衣タオル売上、販売手数
料、非課税売上

4,361,592 4,908,088 4,600,000

96,000 96,000 96,000

132,085,622 124,731,811 116,000,000

◎施設維持管理費用の実績（税抜）
単位：円

令和2年度

（見込み）

37,783,993 34,616,319 30,000,000

賃金
（非課税項目）

42,037,956 42,426,017 39,665,000

社会保険料
（非課税項目）

4,987,068 5,260,548 2,932,000 社会保険料等

指定管理施設の
電気料

9,829,165 10,282,550 9,840,000
（施設全体の電気料）－（自
動販売機電気料）

自動販売機電気料 96,000 96,000 96,000

上下水道料 881,304 911,882 1,008,000

燃料費 12,466,180 12,259,949 15,983,600

修繕料 2,162,980 2,459,153 3,100,000

消耗品費 2,552,991 2,484,696 2,400,000

大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設の利用者数及び施設維持管理費等

利用件数（件）

利用者数（人）

利用料金収入（円）

その他の収入（円）

自動販売機収入（円）

自動販売機電気料（円）

収入合計（円）

仕入

項  目 平成30年度 令和元年度 備　　考

項  目 平成30年度 令和元年度 備　　考

人件費

需用費

利
用
料
収
入
等
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令和2年度

（見込み）
項  目 平成30年度 令和元年度 備　　考

電話料 474,219 440,923 540,000

郵便料 10,681 10,800 12,000

宣伝広告費 1,426,255 1,354,554 1,500,000

リネン費 2,252,697 2,418,922 2,250,000 クリーニング代

手数料 1,023,905 1,142,577 1,100,000

保険料
（非課税項目）

340,760 307,750 340,000

4,153,683 4,306,877 3,812,000

1,444,610 1,355,638 1,500,000

339,197 450,823 200,000

4,836,733 2,661,010 1,060,000 入湯税、印紙等

1,050,203 1,059,016 661,400 宿泊ポイント負担分等

3,763,500 3,985,320 3,190,000

133,914,080 130,291,324 121,190,000

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

租税公課

その他

消費税
（非課税項目）

計

役務費
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◎基準費用額◎基準費用額◎基準費用額◎基準費用額項目 積算根拠・温泉収入　      30,000,000円・宿泊室料　      33,800,000円（宿泊料理含む）・日帰り室料  　   3,050,000円 大広間・個室　　　　　　　　　　　　　　　（各々料理含む）・レストラン売上  11,000,000円・宴会料理        23,200,000円・売店売上         8,500,000円    ・その他の収入　　 1,754,000円　＠4,000円×2台×12ヶ月　①項目 積算根拠宿泊及び個室料理２割、レストラン・宴会５割、売店７割の原価率で積算
賃金  社員　　　 　 2人×12ヶ月 契約社員　　  3人×12ヶ月 パート        1人×7h×22日×12ヶ月 パート        1人×7h×22日×12ヶ月 パート        1人×5h×22日×12ヶ月 パート        1人×5h×22日×12ヶ月 パート        2人×9h×22日×12ヶ月 パート        3人×7h×22日×12ヶ月 パート        3人×7h×22日×12ヶ月 パート        3人×5h×22日×12ヶ月 アルバイト分  9人×3h× 9日×12ヶ月
社会保険料

◎事業主負担分　（令和２年４月分以降の保険料額表を適用）○健康保険料　5人  　913,344円○厚生年金保険料　5人　1,427,400円　○子ども・子育て拠出金　5人　56,160円　○雇用保険料　20人　223,920円　　　○労働保険料　20人　111,960円 ○健康診断料10,000円×20人=200,000円◎合計2,932,784円

項目 金額（円）利用料金収入 66,850,000 その他の収入 44,454,000 自動販売機収入 4,600,000 自動販売機電気料 96,000 小計 116,000,000 116,000,000 116,000,000 116,000,000 項目 金額（円）仕入高 30,338,000 人件費 42,853,000 42,853,000 42,853,000 42,853,000 
39,921,000 

2,932,000 

利用料収入等（税抜き）

年間維持管理費用（税抜き）
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指定管理施設の電気料 ＠820,000円×12ヶ月（施設全体－自動販売機）自動販売機電気料 ＠4,000円×2台×12ヶ月上下水道料 上水道料＠84,000円×12ヶ月燃料費 ｶﾞｿﾘﾝ＠134.5円×3,200㍑軽油＠122.5円×6,200㍑灯油＠82.0円×150,000㍑ガス＠125,000円×12ヶ月修繕料 管理施設及び設備等2,500,000円、車両600,000円消耗品費 管理用消耗品類（新聞2紙含む）＠200,000円×12ヶ月　電話料 電話料330,000円、ネット関連210,000円郵便料 ＠1,000円×12ヶ月宣伝広告費 新聞、宿泊宴会等チラシ作成、電話帳広告、ホームページ等関連・パンフレット更新等リネン費 クリーニング代手数料 施設設備等検査手数料、ネット予約仲介手数料（楽天、るるぶ等）、振込手数料等保険料 自賠責保険、自動車保険等浄化槽管理 1,200,000円、ごみ収集 928,000円、冷温水発生機保守 737,000円、電気保安管理 194,000円、館内じゅうたん清掃 183,000円　消防設備保守 100,000円、警備保障料 84,000円　その他機械設備保守管理等　繁忙期のレンタカー代等ガスコンロ、客室小型冷蔵庫（12室分）入湯税、印紙等ネット予約宿泊ポイント負担分等　②　③　④　③＋④

需用費 31,433,000 31,433,000 31,433,000 31,433,000 9,840,000 96,000 1,008,000 14,989,000 3,100,000 2,400,000 役務費 6,042,000 6,042,000 6,042,000 6,042,000 540,000 12,000 1,800,000 2,250,000 1,100,000 340,000 委託料 3,812,000 使用料及び借り上げ料 1,500,000 備品購入費 200,000 租税公課 1,060,000 雑費 662,000 小計 117,900,000 117,900,000 117,900,000 117,900,000 差引額②－① 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 消費税（③×１０％） 190,000 190,000 190,000 190,000 令和3年度以降の基準費用額 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000 注１：利用料金の額については、指定に係る施設の設置及び管理に関し定めた条例に規定される現行の額で積算して     います。社会情勢の変化により、条例改正が行われた場合には、相応して基準費用額を変更するものとします。

年間維持管理費用（税抜き）
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管　理　業　務　平　面　図

（宿泊棟）（浴場棟）

車庫
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